
町の防災情報の入手方法！パート②

防　災

ぼうさい掲示板
～ Vol. ８～ 　町の避難情報などの防災情報は、次の方法で入手することができます。

●防災行政無線　●町公式ホームページ　●広報車による巡回
●情報メール一斉配信サービス　●エリアメール　●その他メディア
※各種災害等の情報の入手方法については、「利根町防災の手引き 2019 年版」の裏表紙にも

記載しておりますのでご覧ください。

問い合わせ先　役場総務課　消防交通係　☎６８－２２１１（内線３１６）

　今回のパート②では、町からの防災情報の入手方法について、２つご紹介いたします。
※ 前回のパート①では、【防災行政無線、町公式ホームページ、広報車、その他メディア】の４つを

ご紹介いたしました。（広報とね４月号）

情報メール一斉配信サービス
　町からの情報を、携帯電話、スマートフォンまたはパソコンなどにメールでお届けします。
情報入手には、情報メール一斉配信サービスへの登録が必要になります。
登録は右記 QR コードもしくは、下記メールアドレスに空メールすることで、登録の手続きができます。

【メールアドレス】mm_tone_regist@ictech.jp
また、情報メール一斉配信サービスの内容などについては、町公式ホームページに公開されています。
URL : http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page000855.html QR コード

エリアメール（緊急速報メール）
　エリアメール・緊急速報メールとは、携帯電話、スマートフォンを利用した災害時専用の情報配信システムです。
　気象庁が配信する緊急地震速報や、町が配信する避難情報など緊急かつ重要な情報を、ＮＴＴドコモ「エリア
メールサービス」、KDDI およびソフトバンクの「緊急速報メールサービス」を利用して携帯電話、スマートフォ
ンに配信します。
　町内全域にメール配信するため、仕事などで町内にいる方も受信することができます。
　なお、受信にあたり事前に登録の必要はありません。
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５月 20 日（水）、10 月７日（水）、令和３年２月 17 日（水）

町内の防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。
【放 送 内 容】
１. 上りチャイム音
２.「これは、J アラートのテストです」×３回
３.「こちらは、ぼうさいとねです。」×１回
４. 下りチャイム音

放送内容 ～防災行政無線にて放送～

問い合わせ先　役場総務課　消防交通係　☎６８－２２１１（内線３１６）

※ 災害や武力攻撃などの緊急情報
を、国から人工衛星などを通じて
瞬時にお伝えするシステムです。

試験実施日時

いずれも午前 11 時

利 根 町 農 作 業 標 準
賃 金 の お 知 ら せ
　令和２年度の農作業標準賃金が左記のと
おり決定いたしました。この表はあくまで
も農作業賃金の目安ですので、実際には当
事者の話し合いにより決定してください。

作業別・種別 金額

臨時雇 賃金
田植え補助

８時間
8,000 円

稲刈り補助 7,000 円

動力作業 
(10a 当り )

田耕起 トラクター １番耕起 4,000 円
2 番耕起 3,000 円

水田代かき トラクター 7,000 円

田植え
請負者苗持ち 22,000 円
請負者苗なし 8,000 円

稲刈り コンバイン
( 倒伏などの条件による ) 18,000 円～ 22,000 円

畦塗り 100 ｍ当り 3,000 円
畑耕起 トラクター 4,300 円

乾燥調整 ( 籾すり含む ) 60kg 当り 1,800 円
育苗 1 箱当り 750 円

稲刈りから乾燥調整 ( 籾すり含む ) 31,000 円～ 35,000 円 問い合わせ先　農業委員会事務局（役場経済課内）
☎６８－２２１１（内線４３６）※動力機の燃焼代は請負者負担となります。

家庭ごみ個別訪問収集のご案内
　集積所までごみを排出することができない高齢者や障がい者の
方などのご自宅を、ごみ収集業者が訪問してごみを収集する事業
を行っています。内容については次のとおりです。

　訪問収集を受けることができるのは、町内に居住し、次
の（１）から（３）までのうち、いずれかを満たす世帯と
なります。
　ただし、同一敷地内または近隣に親族等が居住し、ごみ
の排出の協力が得られる場合は対象外となります。
①介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護

１以上で、65 歳以上の１人暮らしの高齢者世帯
②身体障害者手帳を有し、２級以上の等級に認定

された肢体不自由または視覚障害のある１人
暮らしの障がい者世帯

③ ①、②で掲げる高齢者および障がい者のみで
構成される世帯

（※４月１日から対象が拡大されました。）
【収集対象世帯】

収集の内容
ごみの種類と収集日：

・収集日は全地区共通です。
・ゴールデンウィークと年末年始の日程は、変更になる

場合があります。

もえるごみ 毎週火曜日
もえないごみ・資源物 第１・３週金曜日（一括収集）

受付窓口
受付場所：役場環境対策課（庁舎２階）

・申請様式は環境対策課に用意してあります。
・電話や郵送での申し込みはできません。

申請者が窓口にお越しください。
申 請 者：利用希望者・希望者世帯の構成員・親族・

介護者・民生委員等
受付時間：月～金曜日（祝日、年末年始は除く）

午前８時 30 分～午後５時 15 分
（正午から午後１時までの時間を除きます。）

受け付け時に持参するもの
●申請者および利用希望者の認印
●申請者および利用希望者の身分証明書（免許証・保険証など）
●利用希望者の介護保険被保険者証または障害者手帳
受け付けから決定まで
　申請書に必要事項を記入のうえ提出していただき、同時
に収集開始希望日や利用希望者の現況、生活状況などをお
聞きします。申請内容について審査をさせていただき、後
日、決定通知書を発行いたします。決定通知書は、収集を

「承認する」「承認しない」にかかわらず発行いたします。
※収集を承認した場合、収集開始日など、利用者または申請者

の方へ事前にご連絡いたします。

収集方法：ごみ収集業者が利用者のご自宅に伺い、利用
者が指定する場所に排出されたごみを収集し
ます。分別・収集・声かけに関する詳細は、
申請時にお伝えします。
・町指定ごみ袋やステッカーは、

各自でご用意ください。
・ご希望の方には、収集時に声かけ（安否確認）

を行います。

問い合わせ先・申し込み先　役場環境対策課　☎６８－２２１１（内線２４３）
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